
平成１４年(行ケ)第４２５号　特許取消決定取消請求事件
平成１６年６月２４日口頭弁論終結
                　　　　  判決
　　    原　　　　　　告            　光洋精工株式会社
        訴訟代理人弁理士      　　　　日比紀彦
        同 　 　         　　　岸本瑛之助
　　    被　　　　　　告  　      　　特許庁長官   小川洋
        指定代理人　　　　　　　　　　三浦悟

　同 　　　　　　 　平塚義三
　同 　 　　　　　 　一色由美子

　　　　同 　　　　　　　涌井幸一
                　　　　　主文
                  　原告の請求を棄却する。
                  　訴訟費用は原告の負担とする。
                　　　　  事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
  １　原告
    (1)　特許庁が異議２００１－７２１８９号事件について平成１４年７月２日に
した決定中「特許第３１３４１３４号の請求項２に係る特許を取り消す。」との部
分を取り消す。
    (2)　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
    　主文同旨
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
    (1)　原告は，発明の名称を「軸受部品の製造方法」とする特許第３１３４１３
４号の特許（平成４年１２月２日出願，優先権主張平成３年１２月３日（以下「本
件優先日」という。），平成１２年１２月１日設定登録。以下「本件特許」とい
う。請求項の数は２である。）の特許権者である。
    (2)　本件特許に対して特許異議の申立てがされ，特許庁は，これを異議２００
１－７２１８９号事件として審理した。その過程において，原告は，特許庁から取
消理由通知を受け，平成１４年４月１日，願書に添付した明細書及び図面の訂正
（請求項の文言の訂正を含む。以下「本件訂正」という。）の請求をした（以下，
この訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
    (3)　特許庁は，平成１４年７月２日，「訂正を認める。特許第３１３４１３４
号の請求項２に係る特許を取り消す。同請求項１に係る特許を維持する。」との決
定をし，この異議決定の謄本は，平成１４年７月２２日，原告に送達された。
  ２　本件明細書の特許請求の範囲【請求項２】
    　「浸炭鋼より所定の形状に形成された加工済軸受部品素材に，浸炭を行なっ
た後に焼入れ温度に降温して保持し，ついで焼入れする浸炭焼入処理を施す工程
と，２次焼入処理を施す工程と，本焼戻し処理を施す工程とを含み，表面硬さをロ
ックウェルＣ硬さで６３～６７，表面残留オーステナイト量を２０％以上２５％未
満とする軸受部品の製造方法。」（以下，この請求項２に係る発明を「本件発明
２」という。）。
  ３　決定の理由
    　別紙決定の写しのとおりである。要するに，本件訂正を認めた上で，本件発
明２は，特開昭６４－５５４２３号公報（以下，決定と同じく「刊行物１」とい
う。）及び特開平２－２７７７６４号公報（以下，決定と同じく「刊行物３」とい
う。）に記載された各発明（以下，それぞれ「引用発明１」，「引用発明３」とい
う。）に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本件
特許のうち本件発明２に係る部分は，特許法２９条２項に違反してなされたもので
ある，とするものである。
    　決定が上記結論を導くに当たり認定した本件発明２と引用発明１との一致
点・相違点は，次のとおりである。
    (1)　一致点
      　「浸炭鋼より所定の形状に形成された加工済軸受部品素材に，浸炭焼入処
理を施す工程と，２次焼入処理を施す工程と，本焼戻し処理を施す工程とを含む軸
受部品の製造方法である点」



    (2)　相違点
      ア「浸炭焼入れに関し，本件発明２は，浸炭を行なった後に焼入れ温度に降
温して保持し，ついで焼入れするのに対し，刊行物１に記載のものは，浸炭を行な
った後該温度から焼入れする点」（以下「相違点１」という。）
      イ「本件発明２は，軸受部品素材の表面硬さをロックウェルＣ硬さで６３～
６７，表面残留オーステナイト量を２０％以上２５％未満とするのに対し，刊行物
１に記載のものは，軸受部品の硬さをロックウェルＣ硬さで５８以上とし，軸受部
品の表面層の残留オーステナイト量を２０～４５％とする点」（以下「相違点２」
という。）
      （以下，ロックウェルＣ硬さを「ＨＲＣ」と，残留オーステナイト量を「γ
Ｒ」と，それぞれ略号で表記することがある。）
第３　原告主張の決定取消事由の要点。
    　決定は，引用発明１及び３の認定を誤った結果，相違点２についての判断を
誤り（取消事由１），また，相違点１についての判断の誤り（取消事由２）及び相
違点２についての判断の誤り（取消事由３）があり，その誤りは決定の結論に影響
を及ぼすことが明らかである。
  １　取消事由１（引用発明１及び３の認定の誤りによる相違点２の判断の誤り）
    (1)　引用発明１の認定の誤り
      　決定は，「刊行物１には，炭素鋼の転がり軸受内外輪を浸炭焼入れ後，油
焼入れし，焼戻しすることにより，軌道表面層の残留オーステナイト量を２０～４
５ｖｏｌ％とし，内外輪の硬さをＨＲＣ５８以上とすることにより軸受の異物混入
潤滑下での寿命を長寿命とすることが記載されている」（決定書１１頁２７行～３
０行），「刊行物１に記載のものは，長寿命の軸受とするために軸受部品の表面硬
さをロックウェルＣ硬さで５８以上とするものであって，本件発明２のものの表面
硬さの値を包含するものであり，」（同１３頁２６行～２８行），「刊行物１に
は，表面残留オーステナイト２０～４５％のとき異物混入潤滑下で良好な寿命を示
すことが記載されている」（同１３頁３６行～３７行）と認定している。
      　これは，あたかも，決定が「刊行物１には，ダブル焼入れ処理（浸炭熱処
理とその後の焼入れ処理を併せたもの）及び焼戻し処理を施したものは，残留オー
ステナイト量が２０～２５％の範囲であり，かつＨＲＣが６３～６７の範囲である
ものを含むことが記載されている。」と認定しているように見える。
      　しかし，刊行物１には，ダブル焼入れ処理及び焼戻し処理を施したもの
で，残留オーステナイト量が２０～２５ｖｏｌ％の範囲であり，かつＨＲＣが６３
～６７になるものが記載されているわけではないから，上記の認定は誤りである。
    (2)　引用発明３の認定の誤り
      　決定は，「刊行物３には，長寿命な転がり軸受とするために，浸炭を施
し，表層部における残留オーステナイト量を１０～２５ｖｏ１％，表面硬さをＨＲ
Ｃ６５～７０とした転がり軸受が記載され」（決定書１２頁４行～６行），「刊行
物３には，表面硬さを向上すると共に表層部に適量の残留オーステナイトを存在さ
せることにより異物混入潤滑下での軸受を長寿命化させること及び軸受の長寿命化
を達成する上で表面硬さはロックウェルＣ硬さで６５～７０を有することが望まし
いことが記載されている」（同１３頁２８行～３２行）と認定している。
      　これは，あたかも，決定が「刊行物３には，浸炭熱処理及び焼戻し処理を
施したものは，残留オーステナイト量が２０～２５％の範囲であり，かつＨＲＣが
６３～６７の範囲であるものを含むことが記載されている。」と認定しているよう
に見える。
      　しかし，刊行物３には，浸炭熱処理及び焼戻し処理を施したもので，残留
オーステナイト量が２０ｖｏｌ％以上２５ｖｏｌ％未満であり，かつＨＲＣを６３
～６７になることが記載されているわけではないから，上記の認定は誤りである。
    (3)　決定は，引用発明１及び３に関する上記のような誤った認定に基づいて，
相違点２について判断したものであり，その判断は誤りである。
  ２  取消事由２（相違点１についての判断の誤り）
    (1)　決定は，相違点１に関し，「浸炭焼入れとして，浸炭を行なった後に焼入
れ温度に降温して保持し，ついで焼入れすることは，本件特許の出願前周知のもの
である（例えば，日本鉄鋼協会編「鋼の熱処理　改訂５版」（昭和４４年１０月１
日）丸善ｐ．３３４～３３６，特開平２－１１５３４４号公報，特開平１－１０８
３４７号公報参照）から，浸炭焼入れにあたり周知のものを採用し，浸炭を行なっ
た後に焼入れ温度に降温して保持し，ついで焼入れするようなことは，当業者が任



意に想到しうることである。」（決定書１３頁１７行～２３行）と判断している。
    (2)　しかしながら，浸炭後に焼入れ温度に降温して焼入れする浸炭焼入れが周
知であったとしても，その浸炭焼入れの後に２次焼入れ及び焼戻しを施す一連の処
理を行うことは周知ではなく，引用発明１の方法は，所望の性状を得るための一連
の方法であるから，その一部である浸炭焼入れだけを他の周知の浸炭焼入れに代え
ることは考えられない。そして，決定が「参照」としている文献（甲第９ないし第
１１号証）のいずれにも，熱処理後の残留オーステナイト量及び表面硬さの両方が
本件発明２における範囲内となるとの記載あるいは示唆はないから，残留オーステ
ナイト量及び表面硬さの両方を本件発明２の範囲内とするために，引用発明１にお
ける浸炭焼入れに代えて，上記文献に記載の周知の浸炭焼入れを採用することは，
当業者が容易になしうることではない。
      　したがって，決定の上記判断は，誤っている。
  ３　取消事由３について（相違点２についての判断の誤り）
    (1)　決定は，相違点２に関し，「刊行物１に記載のものは，長寿命の軸受とす
るために軸受部品の表面硬さをロックウェルＣ硬さで５８以上とするものであっ
て，本件発明２のものの表面硬さの値を包含するものであり，また，刊行物３に
は，表面硬さを向上するとともに表層部に適量の残留オーステナイトを存在させる
ことにより異物混入潤滑下での軸受を長寿命化させること及び軸受の長寿命化を達
成する上で表面硬さはロックウェルＣ硬さで６５～７０を有することが望ましいこ
とが記載されている（摘示イ，ロ）から，表面硬さの値として刊行物１に記載の表
面硬さの範囲内のものである刊行物３に記載のものを採用し，靭性が低下する表面
硬さの値を規制する程度のことは，当業者が任意に想到しうるものである。更に，
刊行物１には，表面残留オーステナイト２０～４５％のとき異物混入潤滑下で良好
な寿命を示すことが記載されているから，表面残留オーステナイト量として刊行物
１に記載のものを採用し，軸受の寿命のばらつきの度合いが大きくなる表面残留オ
ーステナイト量を規制する程度のことは，当業者が任意に想到しうるものであ
る。」（決定書１３頁２６行～１４頁１行）と判断している。
    (2)ア　しかしながら，刊行物１及び３のいずれにも，残留オーステナイト量及
び表面硬さの両方が本件発明２の範囲内であるものは存在しないから，刊行物１に
記載のものに代えて刊行物３に記載のものを採用したとしても，本件発明２の構成
は得られない。
        　すなわち，刊行物１の第６図に示されている複数の例のうち，ダブル焼
入れ処理が施されたもので残留オーステナイト量が２０ｖｏｌ％以上２５ｖｏｌ％
未満のものはなく，同図に関する説明の部分にも，そのような記載あるいは示唆も
なく，刊行物１の表１（６頁）に示されている軌道輪及び転動体の複数の例の中に
も，残留オーステナイト量が２０ｖｏｌ％以上２５ｖｏｌ％未満で，かつＨＲＣが
６３～６７であるものは存在していない。また，刊行物３の第１表（７頁）に示さ
れている複数の供試片の中にも，残留オーステナイト量が２０ｖｏｌ％以上２５ｖ
ｏｌ％未満で，かつＨＲＣが６３～６７であるものは存在していないのである。
      イ　刊行物１及び３には，異物混入潤滑下における軸受寿命のばらつきの度
合いを小さくするために表面硬さをＨＲＣ６３～６７とし，かつ表面残留オーステ
ナイト量を２０ｖｏｌ％以上２５ｖｏｌ％未満とすることについての記載も示唆も
ないから，軸受寿命のばらつきを小さくするという課題が本件特許の出願前に周知
であったとしても，本件発明２の構成が，刊行物１及び３の記載に基づいて，当業
者が容易に想到し得るものであるということはできない。
      ウ　残留オーステナイト量の増加は，硬さの低下，寿命の低下，強度の低下
を引き起こすと考えられているものであり，異物混入潤滑下での軸受寿命のばらつ
きを増加させることは，本発明者が実験により発見した初めて得られた知見である
から，異物混入潤滑下での軸受寿命のばらつきを抑制するという観点から残留オー
ステナイト量を規制することは，当業者が任意に行えるものではなく，また，想到
しうるものではない。
      エ　本件発明２は，その残留オーステナイト量と表面硬さの組み合わせによ
り，異物混入下での軸受の寿命のばらつきの度合いを小さくすることができるとい
う，刊行物１及び３から予測できない顕著な効果を奏するものであり，容易に想到
しうるものではない。
        　したがって，決定の上記判断も誤りである。
第４　被告の反論の要点
    　決定には，原告が主張するような認定・判断の誤りはないから，取消事由は



存在しない。
  １　取消事由１（引用発明１及び３の認定の誤りによる相違点２の判断の誤り）
に対して
    (1)　引用発明１の認定について
      　決定は，「刊行物１には，炭素綱の転がり軸受内外輪を所定温度で浸炭を
行った後・・・ことにより，軌道表面層の残留オーステナイト量を２０～４５ｖｏ
ｌ％とし，内外輪の硬さをＨＲＣ５８以上とすることが記載されている。」（決定
書８頁３８行～９頁２行）と認定しているものであって，原告が主張するように，
「ダブル焼入れ処理（浸炭熱処理とその後の焼入れ処理を併せたもの）及び焼戻し
処理を施したものは，残留オーステナイト量が２０～２５ｖｏｌ％の範囲であり，
かつＨＲＣが６３～６７の範囲であるものを含むこと」が記載されていると認定し
ているものではなく，また，決定の上記認定に誤りはない。
    (2)　引用発明３の認定について
      　決定は，「刊行物３には，表面硬さを向上すると共に表層部に適量の残留
オーステナイトを存在させることにより・・・軸受の長寿命化を達成する上で表面
硬さはロックウエルＣ硬さで６５～７０を有することが望ましいことが記載されて
いる」（決定書１３頁２８行～３２行）と認定しているものであって，原告が主張
するように，「浸炭熱処理及び焼戻し処理を施したものは，残留オーステナイト量
が２０～２５ｖｏｌ％の範囲であり，かつＨＲＣが６３～６７の範囲であるものを
含むことが記載されている」と認定しているものではなく，また，決定の上記認定
に誤りはない。
    (3)　決定の引用発明１及び３の認定に誤りはないから，その誤りを前提として
相違点２の判断に誤りがあるとする原告の主張は，失当である。
  ２　取消事由２（相違点１についての判断の誤り）に対して
    　本件発明２の浸炭焼入れが周知の浸炭焼入れであることは，決定引用の文献
（甲第９ないし第１１号証）の記載のみならず，本件明細書に「熱処理条件Ａ
は，・・・５時間保持して浸炭を行った後に・・・焼入れ温度に降温して・・保持
し，焼入れする通常の浸炭焼入れ処理」（本件明細書段落【００３８】）と記載さ
れていることからも理解できる。
    　そうすると，引用発明１の方法が所望の性状を得るための一連の方法である
としても，周知の浸炭焼入れが存在するときに，浸炭焼入れの後に２次焼入れ及び
焼戻しを施す一連の方法において，その一部である浸炭焼入れに代えて周知の浸炭
焼入れを採用するようなことは，当業者が容易に想到しうることである。
    　したがって，相違点１に関する決定の判断に誤りはない。
  ３　取消事由３（相違点２についての判断の誤り）に対して
    (1)　本件発明２と刊行物１及び３に記載のものを対比すると，刊行物１及び３
に記載のものは，表面硬さ及び表面残留オーステナイト量が本件発明２とそれぞれ
重複するものであるから，刊行物１及び３に，残留オーステナイト量及び表面硬さ
の両方が本件発明２の範囲内であるものは存在しないということはない。
    (2)　刊行物１には，表面残留オーステナイト量２０～４５ｖｏｌ％のとき異物
混入潤滑下で良好な寿命を示すことが記載されており，また，ＨＲＣ５８以上とす
ることも記載されている。そして，刊行物３には，軸受の寿命に表面硬さと残留オ
ーステナイトが関連すること，望ましくはＨＲＣ６５～７０で，かつ残留オーステ
ナイト量が１０～２５ｖｏｌ％のものが寿命延長効果を奏することが記載されてい
るのであって，寿命のばらつきの少ない軸受を得ようという周知の課題を解決する
ために，引用発明１において，ワイブル分布等の検証手段を用いて表面硬度と残留
オーステナイト量の最適な範囲を見いだすことは，当業者が容易になし得る事項で
ある。
    (3)　上記のとおり，刊行物１には，表面残留オーステナイト２０～４５ｖｏｌ
％のとき異物混入潤滑下で良好な寿命を示すことが記載されているから，表面残留
オーステナイトとして，異物混入潤滑下で良好な寿命を示す刊行物１に記載のもの
を採用し，さらに，軸受寿命のばらつきを抑制することが軸受にとって必要なこと
であることは明らかであるから，軸受の寿命のばらつきの度合いが大きくなる表面
残留オーステナイト量を排除する程度のことは，当業者が適宜実験によって任意に
想到しうるものである。
      　なお，本件発明２が，原告が主張するような，周知の課題を超える際だっ
て優れた効果又は異質の効果を奏するとはいえない。
      　したがって，相違点２に関する決定の判断に誤りはない。



第５　当裁判所の判断
  １　取消事由１（引用発明１及び３の認定の誤りによる相違点２の判断の誤り）
について
    (1)　引用発明１の認定について
      　刊行物１には，次の記載等がある（甲第３号証）
      ア　「特許請求の範囲・・・
        ２．内輪，外輪及びその間で転動する転動体とから成り，前記内輪及び外
輪のうち少なくとも一つが，浸炭熱処理されている転がり軸受において，前記内外
輪のうち少なくとも１つは，０．１から０．７ｗｔ％の炭素を含む炭素鋼からな
り，軌道表面層の残留オーステナイト量が２０～４５ｖｏｌ％であり，・・・こと
を特徴とする転がり軸受。」（甲第３号証１頁左下欄４行～右下欄１３行）
      イ　「本発明の目的は，上述の従来の転がり軸受の欠点を解消すると共に，
クリーンな潤滑下で軸受を使用する場合においても従来の軸受と同等以上の寿命を
有し，且つ異物混入潤滑下で軸受を使用する場合においては従来の軸受に比べて長
寿命であり，また両潤滑下においても高信頼性を有する転がり軸受を提供すること
である。」（同２頁左下欄１２行～１９行）
      ウ　「異物混入潤滑下の寿命について更に詳細にプロットしたグラフが第７
図であり，第７図からはっきりと分かるように，転がり疲れ寿命Ｌ１０及びＬ５０は共
に，残留オーステナイトが２０ｖｏｌ％と４５ｖｏｌ％との間の範囲ａで良好な寿
命を示し，就中２５ｖｏｌ％から４０ｖｏｌ％との間の範囲ｂで更に良好な寿命が
得られることが分かる。」（同４頁右上欄１７行～左下欄３行）
      エ　「クリーンな潤滑下での従来の浸炭鋼軸受と同等以上の寿命を得るため
には，転動体についてはＨＲＣが６３以上有ることが望ましく，また内外輪につい
てはＨＲＣが５８以上必要である。」（同４頁左下欄１７行～右下欄１行）
      オ　「また，ダブル焼入れは，第１１図のグラフに示すように・・・先ず，
熱処理温度９３０±５℃で浸炭熱処理を行ない，続いて８３０～８７０℃で加熱処
理を行ない，その後油焼入れした。」（同７頁左下欄６行～１０行）
      カ　第１１図には，熱処理温度９３０±５℃で浸炭熱処理を行った後，該温
度から焼入れ，次いで，８３０～８７０℃に加熱後油焼入れし，１６０℃で２時間
加熱し焼戻しすることが示されている。
      　以上によれば，決定が引用発明１について，「刊行物１には，炭素鋼の転
がり軸受内外輪を浸炭焼入れ後，油焼入れし，焼戻しすることにより，軌道表面層
の残留オーステナイト量を２０～４５ｖｏｌ％とし，内外輪の硬さをＨＲＣ５８以
上とすることにより軸受の異物混入潤滑下での寿命を長寿命とすることが記載され
ている」，「刊行物１に記載のものは，長寿命の軸受とするために軸受部品の表面
硬さをロックウェルＣ硬さで５８以上とするものであって，本件発明２のものの表
面硬さの値を包含するものであり，」，「刊行物１には，表面残留オーステナイト
２０～４５％のとき異物混入潤滑下で良好な寿命を示すことが記載されている」と
認定したことに，何ら誤りはない。
      　原告は，「刊行物１には，ダブル焼入れ処理（浸炭熱処理とその後の焼入
れ処理を併せたもの）及び焼戻し処理を施したものは，残留オーステナイト量が２
０～２５％の範囲であり，かつＨＲＣが６３～６７の範囲であるものを含むことが
記載されている。」との決定の認定は誤りであると主張するが，決定がそのような
認定をしているものでないことは明らかであり，原告の主張はその前提を欠き失当
である。
    (2)　引用発明３の認定について
        刊行物３には，次の記載がある（甲第５号証）。
      ア　「特許請求の範囲
      　(1)　内輪，外輪及び転動体からなる転がり軸受において，当該内輪，外輪
及び転動体の少なくとも一つが，・・・合金鋼からなり，該合金鋼に浸炭・・・熱
処理が施され，・・・且つ当該表層部における残留オーステナイト量が１０～２５
ｖｏｌ％であることを特徴とする転がり軸受」（甲第５号証１頁左下欄４行～１４
行）
      イ　「軸受の長寿命化を達成する上で表面硬さは，ＨＲＣ６５～７０を有す
ることが望ましいが，・・・微細な炭化物を上記範囲内で軸受の表層部に存在させ
ることにより，表面硬さをＨＲＣ６５～７０の高硬度の軸受を得ることができ
る。」（甲第５号証６頁左上欄１２行～右上欄２行）
      ウ　「本発明に係わる転がり軸受によれば，内輪，外輪及び転動体の少なく



とも一つの表層部に適量の微細炭化物を形成して表面硬さを向上すると共に，表層
部に適量の残留オーステナイトを存在させて異物が混入した潤滑下でのマイクロク
ラックの発生を防止する。従って，・・・異物混入の潤滑下で軸受を使用する場合
は，従来の軸受に比べて遙かに長寿命となる。」（同９頁右下欄４行～１４行）
      　以上によれば，決定が引用発明３について，「刊行物３には，長寿命な転
がり軸受とするために，浸炭を施し，表層部における残留オーステナイト量を１０
～２５ｖｏ１％，表面硬さをＨＲＣ６５～７０とした転がり軸受が記載され」，
「刊行物３には，表面硬さを向上すると共に表層部に適量の残留オーステナイトを
存在させることにより異物混入潤滑下での軸受を長寿命化させること及び軸受の長
寿命化を達成する上で表面硬さはロックウェルＣ硬さで６５～７０を有することが
望ましいことが記載されている」と認定したことに，何ら誤りはない。
      　原告は，「刊行物３には，浸炭熱処理及び焼戻し処理を施したものは，残
留オーステナイト量が２０～２５％の範囲であり，かつＨＲＣが６３～６７の範囲
であるものを含むことが記載されている。」との決定の認定は誤りであると主張す
るが，決定がそのような認定をしているものでないことは明らかであり，原告の主
張はその前提を欠き失当である。
    (3)　したがって，決定の引用発明１及び３についての認定に誤りはなく，その
誤りがあることを前提に，相違点２の判断の誤りをいう原告の主張は，理由がな
い。
  ２　取消事由２（相違点１についての判断の誤り）について
    (1)　甲第１０号証（特開平２－１１５３４４号公報）には，「浸炭綱に，浸炭
処理，予備焼戻し処理，サブゼロ処理および焼戻し処理を順に施し，・・・を特徴
とする軸受用綱の製造方法。」（同号証１頁左下欄９行～１４行），「まず，一般
の浸炭綱を９３０℃に保持して浸炭を行なったのちに８５０℃の焼入れ温度に降温
して焼入れする通常の浸炭焼入れ処理を行なった。」（同２頁左下欄４行～７行）
との記載が，また，甲第１１号証（特開平１－１０８３４７号公報）には，「すな
わち，第１図は種々の成分組成の綱を浸炭焼入れ（９１０℃で浸炭，８３０℃で保
持後焼入れ），焼もどし・・・」（同号証３頁右上欄６行～８行）との記載があ
る。
      　また，本件明細書（甲第１２号証の全文訂正明細書９頁下から２行～１０
頁２行）には，「【００３８】・・・熱処理条件Ａは，９３０℃に５時間保持して
浸炭を行なった後に８５０℃の焼入れ温度に降温して０．５時間保持し，焼入れす
る通常の浸炭焼入れ処理」と記載されている。
    (2)　以上によれば，「浸炭を行なった後に焼入れ温度に降温して保持し，つい
で焼入れする」という本件発明２の浸炭焼入れが，本件優先日前において周知の浸
炭焼入れであることは，明らかである。そして，本件明細書にも，かかる周知の浸
炭焼入れを採用することにより格別の効果が奏されることの記載はなく，また，引
用発明１における浸炭焼入れに代えて，かかる周知の浸炭焼入れを適用することに
特段の阻害事由があるとも認められない。
      　本件発明２は，「従来の軸受用綱からなる部品を用いた軸受の場合，寿命
にばらつきが生じ，実際に使用するには不都合な場合がある」（本件明細書【００
０４】）ことから，「上記の問題を解決し，汚れ油中でも寿命が長くかつ寿命のば
らつきの少ない軸受部品の製造方法を提供することにある」（本件明細書【０００
５】）ものであるから，前記のとおり異物混入潤滑下で長寿命の軸受を提供するこ
とを発明の目的とする引用発明１と，その課題を共通にするものである。そして，
前記のとおり，引用発明１は，長寿命の軸受とするために軸受部品の表面硬さをロ
ックウエルＣ硬さで５８以上とするもので，本件発明２の発明の表面硬さの範囲を
包含するものであり，また，刊行物１には，表面残留オーステナイト２０～４５ｖ
ｏｌ％のとき異物混入潤滑下で良好な寿命を示すことが記載され，引用発明１は表
面残留オーステナイト量が本件発明２と重複するのである。
      　そうすると，異物が混入した汚れ油中でも寿命が長い軸受部品の製造に当
たり，引用発明１の方法を適用し，引用発明１における浸炭焼入れに代えて，上記
周知の浸炭焼入れを採用することは，当業者であれば容易に想到しうることである
と認められる。
    (3)　原告は，引用発明１の方法は所望の性状を得るための一連の方法であるか
ら，その一部である浸炭焼入れだけを他の周知の浸炭焼入れに代えることは考えら
れないと主張する。しかし，既に述べたとおり，引用発明１における浸炭焼入れに
代えて，周知の浸炭焼入れを適用することに特段の阻害事由も見当たらないのであ



るから，引用発明の方法が一連の方法であるとしても，周知の浸炭焼入れが存在す
るときに，その一連の方法の一部である浸炭焼入れに代えて周知の浸炭焼入れを採
用するようなことは，当業者が容易に想到しうることであって，原告の主張は理由
がない。
      　また，上記甲第１０，１１号証に，本件発明２の残留オーステナイト量及
び表面硬さの値が記載されていないことが，相違点１に関する容易想到性を否定す
る理由となるものでないことは，上記に述べたところから明らかであり，この点に
関する原告の主張も理由がない。
  ３　取消事由３（相違点２についての判断の誤り）について
    (1)　前記１でみたとおり，刊行物１には，軌道表面層の残留オーステナイト量
を２０～４５ｖｏｌ％とし，内外輪の硬さをＨＲＣ５８以上とすることにより軸受
の異物混入潤滑下での寿命を長寿命とすること，表面残留オーステナイト量２０～
４５ｖｏｌ％のとき異物混入潤滑下で良好な寿命を示すことが，また，刊行物３に
は，表面硬さを向上すると共に表層部に適量の残留オーステナイトを存在させるこ
とにより異物混入潤滑下での軸受を長寿命化させること，軸受の長寿命化を達成す
る上で表面硬さはロックウェルＣ硬さで６５～７０を有することが望ましいこと，
表層部における残留オーステナイトが１０～２５ｖｏｌ％である転がり軸受が開示
されている。
      　そして，引用発明１及び３は，表面硬さ及び表面残留オーステナイト量が
本件発明２とそれぞれ重複しており，また，引用発明１及び３と本件発明２とが，
いずれも軸受の長寿命化という課題を共通にするものであることは、既にみたとこ
ろから明らかである。
    (2)　さらに，刊行物３（甲第５号証）には，「軸受用素材の異物混入潤滑下試
験における寿命は，第１図のグラフに示される軸受寿命と残留オーステナイトγ
R（ｖｏｌ％）との関係から明らかなように，・・・寿命Ｌ１０は残留オーステナイト
量の変化に応じて変化する。すなわち，残留オーステナイト量が４０％以下の範囲
では量が増すにつれて異物混入潤滑下での寿命は長くなる。・・・残留オーステナ
イト量が２５ｖｏｌ％を越えるとすると素材としての機械的強度が低下し実用に耐
えない。」（同号証５頁左下欄１行～１３行），「残留オーステナイト量は１０ｖ
ｏｌ％未満では異物混入潤滑下での寿命延長効果が少ないため，残留オーステナイ
ト量を１０～２５ｖｏｌ％とした。」（同号証５頁左下欄下から４行～２行）との
記載がある。
      　このように，刊行物３には，軸受の寿命に表面硬さと残留オーステナイト
が関連することが示されており，望ましくはＨＲＣ６５～７０で，かつ残留オース
テナイト量が１０～２５ｖｏｌ％のものが寿命延長効果を奏することが開示されて
いる。
    (3)　また，乙第２号証（「ＮＡＣＨＩ 不二越技報」３５巻２号，株式会社不
二越営業管理部昭和５４年１１月１日発行，国立国会図書館受入昭和５５年１月１
０日）及び弁論の全趣旨によれば，寿命のばらつきの少ない軸受を得ようとするこ
とは，本件優先日前において周知の課題であったことが認められる。
    (4)　以上からすると，軸受の長寿命化という課題をもって，軸受の製造に当た
るとき，表面硬さの値として，引用発明１の範囲内のものである引用発明３のもの
を採用し，靱性が低下する表面硬さの値を適宜規制することや，表面残留オーステ
ナイト量として，引用発明１のものを採用し，寿命のばらつき度合が大きくなる表
面残留オーステナイト量を適宜規制することは，当業者にとって容易に想到しうる
ものと認めることができる。
    (5)　原告は，刊行物１及び３には，ダブル焼入れ処理及び焼戻し処理を施した
ものの残留オーステナイト量及び表面硬さの両方が本件発明２の範囲内であるもの
は存在しないから，刊行物１に記載のものに代えて刊行物３記載のものを採用して
も本件発明２の構成は得られない，と主張する。
      　しかし，上記のとおり，本件発明２の表面硬さ及び表面残留オーステナイ
ト量が，刊行物１及び３に記載されたものの表面硬さ及び表面残留オーステナイト
量の範囲内にあることは明らかである。
      　原告は，刊行物１の第６図には，残留オーステナイト量が２０ｖｏｌ％以
上２５ｖｏｌ％未満のものが示されておらず，また，刊行物１の表１，あるいは刊
行物３の第１表に示されている供試片の中にも，残留オーステナイト量が２０ｖｏ
ｌ％以上２５ｖｏｌ％未満で，かつＨＲＣが６３～６７であるものは存在しないこ
とを主張するが，前記のとおり，刊行物１には「残留オーステナイトが２０ｖｏｌ



％と４５ｖｏｌ％との間の範囲ａで良好な寿命を示し」，「・・寿命を得るために
は，・・・内外輪についてはＨＲＣが５８以上必要である」ことが，また，刊行物
３には「軸受の長寿命化を達成する上で表面硬さは，ＨＲＣ６５～７０を有するこ
とが望ましい」，「・・・１０ｖｏｌ％未満では異物混入潤滑下での寿命延長効果
が少ないため，残留オーステナイト量を１０～２５ｖｏｌ％とした」ことが，それ
ぞれ記載されているのであって，これを実施例として記載されたものに限定して解
さなければならない理由はないから，実施例に記載がないことは，上記容易想到性
を認める妨げとなるものではない。
    (6)　原告は，刊行物１及び３には，異物混入潤滑下における軸受寿命のばらつ
きの度合いを小さくするために表面硬さをＨＲＣ６３～６７とし，かつ表面残留オ
ーステナイト量を２０ｖｏｌ％以上２５ｖｏｌ％未満とすることについての記載も
示唆もないから，本件発明２の構成が，刊行物１及び３に基づいて容易に想到しう
るとはいえない，と主張する。
      　しかし，上記のとおり，刊行物１及び３には，軸受の長寿命化と表面硬さ
との関連，表面残量オーステナイト量と軸受の寿命延長効果との関連が示され，刊
行物３には，望ましくはＨＲＣ６５～７０で，かつ残留オーステナイト量が１０～
２５ｖｏｌ％のものが寿命延長効果を奏することが開示されているのであるから，
寿命のばらつきを小さくするという本件優先日前周知の課題を解決するために，刊
行物１及び３に基づいて，適宜実験するなどして表面硬さと残留オーステナイト量
の最適な範囲を見出すようなことは，当業者が容易になしうる事項ということがで
きる。したがって，原告の上記主張は，理由がない。
    (7)　また，原告は，残留オーステナイト量の増加が異物混入潤滑下での軸受寿
命のばらつきを増加させることは，本発明者が発見した知見であり，このばらつき
の抑制という観点から残留オーステナイト量を規制することは，当業者が任意かつ
容易に想到しうるものではないと主張する。
      　しかし，上記のとおり，寿命のばらつきの少ない軸受を得ようとすること
は，本件優先日前において周知の課題であったのであるから，残留オーステナイト
として，異物混入潤滑下で良好な寿命を示す引用発明１を採用し，軸受寿命のばら
つきを少なくするという観点から，残留オーステナイト量を適宜規制することは，
当業者が任意かつ容易に想到しうるものであって，原告の主張は，理由がない。
    (8)　なお，原告は，本件発明２の残留オーステナイト量と表面硬さの組み合わ
せのものが寿命のばらつきについて格別の効果を奏するものであると主張してい
る。
      　しかし，本件明細書の図８（甲第１２号証の全文訂正明細書１８頁）にお
いて，本件発明２の具体例に当たる軌道輪Ｎｏ．１（ＨＲＣ＝６５．５，残留オー
ステナイト量＝２４．３％）とそれに該当しないＮｏ．５（ＨＲＣ＝６２．１，残
留オーステナイト量＝２８．４％）のものを，寿命と累積破損確率の関係について
比較したところを見ても，そのばらつきが小さいという効果が，刊行物１及び３に
記載のものに比して顕著なものであるかどうかは明らかでない。例えば，刊行物１
で具体的に示されている実施例１（ＨＲＣ＝６２．７，残留オーステナイト量＝２
０％），実施例２（ＨＲＣ＝６２．１，残留オーステナイト量＝３０），刊行物３
で具体的に示されているＮｏ．５（ＨＲＣ＝６７．６，残留オーステナイト量＝２
５％），Ｎｏ．７（ＨＲＣ＝６８．７，残留オーステナイト量＝２３％）等と比較
して顕著な効果といえるかどうかについては明らかにしていないのである。
      　したがって，容易想到性を否定するに足りる特別の効果の存在を認めるこ
とはできない。
    (9)　以上によれば，決定の相違点２についての判断に誤りはない。
  ４　結論
    　以上のとおりであるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，その
他，決定の認定判断にはこれを取り消すべき誤りはない。
      したがって，原告の本訴請求は理由がないから，これを棄却することとし，
訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主
文のとおり判決する。
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